
 
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 寒 冷 地 手 当 支 給 細 則 新 旧 対 照 表 

 改  正  前                            改  正  後                          

 （前 略） 
（支給額） 

第３条 基準日において前条第１号に在勤する教職員

の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及

び基準日における教職員の世帯等の区分に応じ、同

表に掲げる額とする。 
地域の

区分 

世帯等の区分 

世帯主である教職員 その他の

教職員 扶養親族

のある教

職員 

その他の

世帯主で

ある教職

員 

１級地 ２６，３８

０円 

１４，５８

０円 

１０，３４

０円 

２級地 ２３，３６

０円 

１３，０６

０円 

８，８００

円 

３級地 ２２，５４

０円 

１２，８６

０円 

８，６００

円 

４級地 １７，８０

０円 

１０，２０

０円 

７，３６０

円 

備考 

１ 

２ 

 

 

 （後 略） 

 

（支給額） 
第３条 

 

 

 

地域の

区分 

世帯等の区分 

世帯主である教職員 その他の

教職員 扶養親族

のある教

職員 

その他の

世帯主で

ある教職

員 

１級地 ２９，４０

０円 

１６，２０

０円 

１１，５０

０円 

２級地 ２６，００

０円 

１４，５０

０円 

９，８００

円 

３級地 ２５，１０

０円 

１４，３０

０円 

９，６００

円 

４級地 １９，８０

０円 

１１，４０

０円 

８，２００

円 

備考 

１ 

２ 

 

 

 

 

   附 則（令和６年１２月総長裁定） 

 この細則は、令和７年１月１日から施行し、令和

６年４月１日から適用する。 

  

（同 左） 

（略） （同 左） 


